
岩手県企業局管理規程第５号 

 企業局行政文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成 21年３月 31日 

岩手県企業局長 千 葉 勇 人  

   企業局行政文書管理規程の一部を改正する規程 

 企業局行政文書管理規程（平成９年岩手県企業局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 (５) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成

12年法律第 102 号）第２条第１項に規定するものをいう。

 (５) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成

12 年法律第 102 号）第２条第１項に規定する電子署名をい

う。 

 (６) ［略］  (６) ［略］ 

 （文書管理主任）  （文書管理主任） 

第８条 文書管理主任は、室及び課にあっては室及び課の総務

又は庶務を担当する担当課長、事業所にあっては事業所の総

務又は庶務を担当する課長をもって充てる。 

第８条 文書管理主任は、室及び課にあっては室及び課の総務

又は庶務を担当する課長又は担当課長、事業所にあっては事

業所の総務又は庶務を担当する課長をもって充てる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （行政文書の施行者名）  （行政文書の施行者名） 

第24条 ［略］ 第24条 ［略］ 

２ 前項に規定するもののほか、特に必要な場合は、行政文書

は、担当課長名で発信することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、特に必要な場合は、行政文書

は、課長名又は担当課長名で発信することができる。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （本庁における行政文書等の発送）  （本庁における行政文書等の発送） 

第 29条 ［略］ 第 29条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 経営総務室において郵便により行政文書及び物品を発送す

るときは、次に定めるところによらなければならない。 

３ 経営総務室において郵便により行政文書及び物品を発送す

るときは、次に定めるところによらなければならない。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 原則として料金後納扱いとすること。ただし、経営総

務室管理担当課長（以下「管理担当課長」という。）が適当

と認めた場合は、郵便切手により発送することができる。

 (２) 原則として料金後納扱いとすること。ただし、経営総

務室管理課長（以下「管理課長」という。）が適当と認めた

場合は、郵便切手により発送することができる。 

 (３) ［略］  (３) ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

 （行政文書の分類）  （行政文書の分類） 

第35条 ［略］ 第35条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１ガイド及び第２ガイドの名称は、管理担当課長が別に

定める基準の例により、文書管理者が定める。 

３ 第１ガイド及び第２ガイドの名称は、管理課長が別に定める

基準の例により、文書管理者が定める。 



４ ［略］ ４ ［略］ 

 （ファイル管理簿の作成）  （ファイル管理簿への記載等） 

第40条 ［略］ 第40条 ［略］ 

２ ファイル管理簿は、前条に規定する行政文書の移替えを行

うときに現年度文書について作成し、保管期間を経過した行

政文書を保存又は廃棄する場合に、ファイル管理簿に保存場

所等を記載するものとする。 

２ ファイル管理簿には、ファイルを作成する場合にファイル

名、保存期間、保管場所等を記載し、保管期間を経過した行

政文書を保存又は廃棄する場合に、保存場所等を記載するも

のとする。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

５ 文書管理者は、第２項の規定によるファイル管理簿の写し

を当該行政文書の完結した日の属する年度の翌年度の４月25

日までに管理担当課長に送付しなければならない。 

５ 文書管理者は、ファイル管理簿のうち当該行政文書の完結

した日の属する年度に係る部分のものを当該年度の翌年度の

４月末日までに管理課長に送付しなければならない。 

 （行政文書の保存期間）  （行政文書の保存期間） 

第41条 ［略］ 第41条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄してはならな

い。ただし、当該行政文書を保有する目的が失われた場合そ

の他正当な理由がある場合において、管理担当課長の承認を

得たときは、この限りでない。 

４ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄してはならな

い。ただし、当該行政文書を保有する目的が失われた場合そ

の他正当な理由がある場合において、管理課長の承認を得た

ときは、この限りでない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （保存期間が終了した行政文書の取扱い）  （保存期間が終了した行政文書の廃棄等） 

第 43条の２ ［略］ 第 43条の２ ［略］ 

２ 書庫等に保存している完結文書で、保管又は保存を必要と

しないものを廃棄する場合は、文書管理者の承認を得なけれ

ばならない。 

２ 完結文書で保管又は保存を必要としないものを廃棄する場

合は、文書管理者の承認を得なければならない。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （保存期間の延長）  （保存期間の延長） 

第43条の５ ［略］ 第43条の５ ［略］ 

２ 保存期間の延長後において、当該行政文書を保有する目的

が失われた場合には、保存期間の終了前であっても、管理担

当課長の承認を得たときは、廃棄することができる。 

２ 保存期間の延長後において、当該行政文書を保有する目的

が失われた場合には、保存期間の終了前であっても、管理課

長の承認を得たときは、廃棄することができる。 

 （行政文書の保存期間到来前の廃棄）  （行政文書の保存期間到来前の廃棄） 

第43条の６ ［略］ 第43条の６ ［略］ 

２ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄する場合は、

その理由を明記した上で管理担当課長の承認を受けなければ

ならない。 

２ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄する場合は、

その理由を明記した上で管理課長の承認を受けなければなら

ない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、平成 21年４月１日から施行する。 
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